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気になる記事気になる記事気になる記事気になる記事：：：：米ｷｭｰﾊﾞ首脳会談 59 年ぶり、対立の歴史転換 

-国交正常化へ弾み、「テロ支援」解除数日中に決断- 

 オバマ大統領とキューバのカストロ国家評議会議長の会談は５９年ぶりで、1961

年の国交断絶後は初めて。東西冷戦の「遺物」だった米キューバの対立は解消に

向けて大きく動き出す。 

ＫＮＣ ＮＥＴＷＯＲＫ ＮＥＷＳへのご意見・ご質問・ご感想は 

０６－６３０４－７８５７ または ｋａｉｋｅｉ＠ｋｎｃｃ．ｃｏ．ｊｐ  

までお寄せください。 

使途秘匿金使途秘匿金使途秘匿金使途秘匿金        《税務》《税務》《税務》《税務》    

 法人の金銭支出のうち、「相当の理由」がなく、その相手方の氏

名（名称）、住所（所在地）、その支出事由を、その法人の帳簿書

類に記載していないものを「使途秘匿金」といいます。 

 「相当の理由」とは、不特定多数の者との取引で相手方の氏名

等を確認しないことが取引慣行となっているといったものが挙げら

れます。「相手先に迷惑がかかる」「取引が継続できなくなる」など

の理由は相当の理由に該当しないとされています。 

 使途秘匿金の支出があった場合、通常の法人税額に加えて、

支出した金額の４０％の金額が法人税額に加算されます。また、

赤字決算の法人で、通常の法人税額が生じない場合でも、使途

秘匿金の対する追加の税負担は発生します。 

 交際費や機密費など支出額や支払先がわかっているものの、

支出目的が不明なものは「使途不明金」です。損金の額に算入す

ることはできませんが「使途秘匿金」とは区別して処理します。 

経営一言経営一言経営一言経営一言：：：：志を持った公務員が日夜、公の仕事に努力している事実を理解していただくよう切に願っている。 

（元内閣官房副長官・古川 貞二郎氏） 

－所長コメント：公務員も志を高く、使命感を持って、国家国民のために仕事をしている。 

仕事における身なりの確認仕事における身なりの確認仕事における身なりの確認仕事における身なりの確認        《経営》《経営》《経営》《経営》    

 皆様は一日に何回くらい鏡を見るでしょうか。顔の美醜の話で

はありません。ある販売店では、従業員は出勤すると必ず鏡を見

ることになっています。「姿勢を正す」と言いますが、要は顔色や

表情（笑顔）、身なりに問題がないか確認するのです。毎朝の確

認で従業員の接客態度が活き活きとし、店内が明るい雰囲気に

なっています。 

 A さんは生命保険会社の営業所長ですが、社員の営業成績は

顔や身なりで決まると言います。A さんの考えが正しいか否かは

分かりません。採用試験で顔や身なりをしっかり観察すれば、そ

の人の仕事に対する思い入れや顧客の評価がほぼ分かると言

います。また、管理者は部下の顔の表情や身なりを注意深く観察

していれば、社員の特性を生かした的確な指導が出来ると言いま

す。 

 身なりはいつも鏡を見て直した方が良いことは、古い書物にもあ

り、江戸時代の佐賀鍋島藩の山本常朝が著した『葉隠』にもあり

ます。すなわち「風体（ふうてい：身なり）の修行は不断鏡を見て直

したるがよし。これ秘蔵の事なり。諸人鏡をよく見ぬゆゑ、風体わ

ろし」とあります。仕事上の対話においては、丁寧な言葉づかいよ

りも、顔の表情や身なりの方が好印象の決定要因になるようで

す。 

ゴルフ会員権の譲渡に係る消費税の取扱いゴルフ会員権の譲渡に係る消費税の取扱いゴルフ会員権の譲渡に係る消費税の取扱いゴルフ会員権の譲渡に係る消費税の取扱い        《税務》《税務》《税務》《税務》    

 ゴルフ会員権の譲渡は、有価証券の非課税取引の対象から除

かれていますので、課税取引となります。 

また、ゴルフ会員権には、株式タイプのと預託金タイプがありま

すが、違いは無くいずれのタイプにおいても課税取引となります。 

政令により、ゴルフ会員権は株式若しくは出資又は預託に係る

有価証券等とされていますが、ゴルフ会員権はあくまで、一般の

利用者に比して有利な条件で継続的にゴルフを行うために取得

するプレー権にすぎず、金融取引を目的としている金融証券取引

法に規定されている有価証券からは除かれています。 

 

「もの「もの「もの「ものづくり・商業・サービス革新補助金」制度づくり・商業・サービス革新補助金」制度づくり・商業・サービス革新補助金」制度づくり・商業・サービス革新補助金」制度        《税務》《税務》《税務》《税務》    

 「ものづくり・商業・サービス革新補助金」は、国内外のニーズに

応じたサービスやものづくりに関する新事業を始めるときに、試

作品の開発や設備投資などに対して支援する補助金制度です。 

 小規模事業者・中小企業の経営力強化を後押しする補助金制

度といえます。 

 補助対象になるのは、①新しいサービス、新商品・試作品の開

発、②複数のものが共同で取り組む設備投資などです。 

 補助上限額は、①が１千万円、②が共同体で５千万円、ひとつ

の会社あたりでは 500 万円です。設備投資をしないでサービス開

発もできますが、その場合の補助上限額は 700 万円です。 

 中小企業庁によると、申請件数に占める採択率は、平成 24 年

度補正で約 43％、平成 25 年度補正で約 39％です。申請件数は

年々増えています。なお、平成 26 年度の補助金額の予算額は

1020 億円です。 

 今年の１次公募の締め切りは５月８日です。昨年までは製造業

だけが対象でしたが、商業・サービス業における施策開発にも対

象が拡大されました。また、共同体で行う設備投資なども支援対

象に追加されるなど、チャンスが広がっています。 


